
 食育関連予算の概要
（平成20年度～22年度（平成20年度決算額を含む））

（単位：百万円）

施　　策 関　連　施　策 平成20年度
予　算　額

平成21年度
予　算　額

平成22年度
予　算　額

平成20年度
決　算　額

１．家庭における食
育の推進

〈子どもの父母やそ
の他の保護者や子ど
も自身の食に対する
関心と理解を深め、
健全な食習慣を確立
するための施策〉

【文部科学省】
○子どもの生活習慣づくり支援事業
生活環境や社会の影響を受けやすい子

どもたちの基本的な生活習慣づくりに関
する研究協議会の開催など、全国的な普
及啓発を推進する。

－ 219 99 －

○家庭教育手帳の作成（前年度限り）
家庭の教育力の低下が指摘される中、

乳幼児や小学生等を持つ各家庭への情報
提供や家庭教育に関する学習機会等での
活用を促すため、家庭教育に関するヒン
ト集（家庭教育手帳の原版）を全国の教
育委員会等に提供し、家庭の教育力の向
上に努めていく必要がある。

65 25 － 20

【厚生労働省】
○「健やか親子21」による母子保健活動の
推進
「健やか親子21」（21世紀の母子保健の
取組の方向性を提示すると同時に、目標
値を設定し、関係機関・団体が一体と
なって推進する国民運動計画）の着実な
推進を図るため、健やか親子21推進協
議会の設置、健やか親子21全国大会等
母子保健に関する普及啓発活動を行う。

11 16 ４ ８

２．学校、保育所等
における食育の推
進

〈学校、保育所等に
おいて、魅力ある食
育推進活動を行い、
子どもの健全な食生
活の実現と豊かな人
間形成を図るための
施策〉

【文部科学省】
○栄養教諭育成講習事業
現職の学校栄養職員が円滑に栄養教諭

免許状を取得できるようにするための講
習会を開設する。

25 16 ５ ７

○栄養教諭を中核とした食育推進事業
栄養教諭を中核とした食育推進のため

の実践的な取組について全国で展開する
事業を実施するとともに、新たに、食育
推進のための体制整備等を支援する退職
栄養教諭・学校栄養職員等からなる「食
育支援者」を配置する。

－ 211 134 －

○栄養教諭の専門性の高度化に関する先導
的プログラムの研究開発（前年度限り）
各都道府県における栄養教諭の研修を

円滑に実施し、栄養教諭の資質の向上を
図るため、新規採用者研修や経験者研修
など各段階ごとに実施する研修の在り方
について調査研究を行い、新規採用者研
修等の研修プログラムのモデルを作成す
る。

10 11 － ６

○郷土料理等を活用した学校給食情報化推
進事業（前年度限り）
学校給食の献立に取り入れられている

地域の郷土料理等を紹介するとともに、
これらを教科等における指導等に活用で
きるよう解説や手引、レシピ集をデータ
ベース化する。

20 18 － 25

○学校における食育の推進と理解促進のた
めの啓発資料の作成・配布（前年度限り）
食に関する正しい理解と適切な判断力

を養うことの重要性等について、教員等
が保護者等関係者や児童に対し効果的に
伝えるための資料を作成する。

－ 19 － －
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施　　策 関　連　施　策 平成20年度
予　算　額

平成21年度
予　算　額

平成22年度
予　算　額

平成20年度
決　算　額

○「食に関する指導の手引」の改訂（前年
度限り）
学習指導要領の改訂及び学校給食法の

改正がなされたことに伴い、食に関する
指導の基本的な考え方や指導方法等を示
した「食に関する指導の手引」を改訂す
る。

－ 32 － －

○食育推進交流シンポジウムの開催（前年
度限り）
学校における食育の重要性に対する理

解の促進を図るため、教職員、保護者等
を対象とした食育の普及啓発、栄養教諭
による実践指導の紹介等を行うシンポジ
ウムを開催する。

14 14 － ３

○食生活学習教材の作成・配布
児童生徒が自らの食生活を考え、食に

関する実践力を身に付けることができる
ようにするため、小学校低学年から継続
した食に関する指導を行うための学習教
材を作成し、配布する。

117 110 83 96

○農山漁村におけるふるさと生活体験推進
校（前年度限り）
農林水産省、総務省と連携して実施す

る「子ども農山漁村交流プロジェクト」
のうち、農林水産省が指定するモデル地
域を活用して、１週間程度の長期宿泊体
験、自然体験活動等を行う小学校をモデ
ル校に指定し、農山漁村での長期宿泊体
験活動の取組を推進。

972 1,050 － 622
の内数

○学校給食における新たな地場産物の活用
方策等に関する調査研究
学校給食における地場産物の活用が促

進されるよう、地場産物の供給体制を整
備するとともに、年間を通して学校給食
で安定的に供給できるようにするための
方策等について調査研究を行う。

40 47 36 44

○学校給食の衛生管理等に関する調査研究
学校給食における衛生管理の在り方に

ついての調査研究を行う調査研究委員会
の設置に加え、新たに全都道府県におい
て、退職栄養教諭・学校栄養職員等を衛
生管理に関する指導補助者として委嘱
し、指導主事等とともに、学校衛生管理
基準の施行後の状況調査・指導を行う事
業を実施する。

９ 15 73 ７

３．地域における食
生活の改善のため
の取組の推進

〈地域において、食
生活の改善を推進す
るとともに、生活習
慣病を予防し国民の
健康を増進するため
の施策〉

【厚生労働省】
○国民健康づくり運動の推進（「健康日本
21」）
「適度な運動」、「適切な食生活」、「禁
煙」を始め、国民一人一人に生活習慣改
善に向けた行動変容の動機付けを促進
し、21世紀における国民健康づくり運
動（「健康日本21」）の推進を図るとと
もに、国民の身体状況や食生活等の状況
を明らかにする国民健康・栄養調査の実
施、最新の科学的根拠に基づく食事摂取
基準の活用促進など、健康増進の総合的
な推進を図る。

806 820 483 776
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施　　策 関　連　施　策 平成20年度
予　算　額

平成21年度
予　算　額

平成22年度
予　算　額

平成20年度
決　算　額

４．食育推進運動の
展開

〈食育推進運動の全
国的な展開とボラン
ティアを含めた関係
者間の連携・協力を
図り、国民運動とし
て食育を推進するた
めの施策〉

【内閣府食育推進室】
○食育調査研究等
食育推進基本計画の推進と適切な情報

提供を図るため、食育に関する政策の実
施、年次報告の作成を行う。

44 47 36 52

○食育理解促進等
国民運動として食育を推進するため、

食育月間を中心に食育推進全国大会の開
催を通じて国民の理解促進を図る。ま
た、青少年の健全育成のための情報提
供、食育の推進を行う。

162 153 89 92

【農林水産省】
○「食事バランスガイド」を活用した「日
本型食生活」の実践を推進
食育実践活動を推進するため、食育実

践活動に使用する指導者向け教材集等の
作成、研修会の開催を行う。また、広域
的、先進的であって、全国への波及効果
が期待できる活動等に対し支援を行う。

2,634
（にっぽん
食育推進事
業）

2,602
（にっぽん
食育推進事
業）

353
（食育実践
活動推進事
業）

2,576
（にっぽん
食育推進事
業）

○米を中心とした日本型食生活の推進
食料自給率向上のため、食品産業等と
連携し、朝食欠食の改善や米飯学校給食
の推進の取組を実施する。また、ごはん
食の弁当をテーマとした新市場開拓の取
組や、医師や病院栄養士等の専門家を通
じて健康面からのごはん食の効用を分か
りやすく発信してもらう取組を支援す
る。

－ － 422
（未来を切り
拓く６次産業
創出総合対策
のうち日本型
食生活推進事
業及び日本型
食生活支援事
業）

－

○食料自給率に関する国民への情報発信等
① 　食料自給率向上に向け、国民一人一
人が食料自給率の現状について理解
し、日々の食生活の中で国産農産物等
を積極的に選択する等の具体的な行動
を起こしていけるよう普及啓発を実施
する。

1,620
（食料自給
率戦略広報推
進事業）

1,700
（食料自給
率戦略広報推
進事業）

1,000
（食料自給
率向上国民運
動拡大推進事
業）

1,619
（食料自給
率戦略広報推
進事業）

② 　国際的な食料需給の変化を的確に情
報収集するとともに、農林水産省独自
の要因分析を実施し、適時適切に国民
に情報を提供する。

109
（世界食料
需給動向等総
合調査・分析
関係費）

181
（世界食料
需給動向等総
合調査・分析
関係費）

157
（世界食料
需給動向等総
合調査・分析
関係費）

93
（世界食料
需給動向等総
合調査・分析
関係費）

③ 　食品産業分野全般について、生産
量、販売量、在庫量、輸入量等の基礎
的データを把握・分析し、月次報告書
並びに年次報告書として情報提供す
る。

－ － 23
（食品産業
動態調査関係
費）

－

５．生産者と消費者
との交流の促進、
環境と調和のとれ
た農林漁業の活性
化等

〈都市と農山漁村の
共生・対流や生産者
と消費者との間の交
流を促進することに
よりそれらの信頼関
係を構築し、国民の
食に関する理解と関
心の増進等を図ると
ともに、環境と調和
のとれた農林漁業の
活性化に資するため
の施策〉

【農林水産省】
○農林漁業に関する体験活動の推進
食や農林水産業に関する様々な体験活

動を推進。これにより国民の食や農林水
産業に関する理解と関心の増進を図る。

248 816 427 231

○地産地消の推進
地産地消の活動に必要な施設の整備に

対する支援として、直売所、加工処理施
設、地域食材供給施設等の整備に対して
支援を行う。

834 971 350 56

○食品廃棄物の発生の抑制や再利用等の促
進
バイオマス利用、食品リサイクル等を

推進し、食糧資源の有効利用の促進及び
環境と調和のとれた農林漁業の活性化へ
とつなげる。

2,965 333 99 333

124



施　　策 関　連　施　策 平成20年度
予　算　額

平成21年度
予　算　額

平成22年度
予　算　額

平成20年度
決　算　額

６．食品の安全性、
栄養その他の食生
活に関する調査、
研究、情報の提供
及び国際交流の推
進

〈国民の適切な食生
活の選択に資すると
ともに、食育の全般
的推進に資するため
の施策〉

【内閣府食品安全委員会】
○リスクコミュニケーションの実施
①　リスクコミュニケーションの推進
委員会が行う食品健康影響評価の結

果等についての意見交換会の開催、分
りやすい資料の提供等を実施する。

②　 リスクコミュニケーションに関する
調査等
効果的・効率的なリスクコミュニ

ケーションを実施するため、最新の知
見や、効果的なリスクコミュニケー
ション手法の開発に係る調査を実施す
る。

120 100 54 86

【厚生労働省】
○食品の安全についての消費者等とのリス
クコミュニケーションの推進
食品の安全性に関する意見交換会、広

報活動の充実など食品の安全性の確保に
関する国民の知識と理解の増進、施策へ
の意見の反映などのために必要な取組を
推進

67 33 15 67

【農林水産省】
○食に関する様々な情報提供等の推進
食品に対する消費者の信頼を確保する

とともに、消費者ニーズを踏まえた食品
事業者の取組を支援する。

330 336 137 303

（総計） 11,222 9,895 4,079 6,500
注１：本概要は、予算額において食育関連の額を特定できる予算事項について掲載
注２：平成20年度予算額及び平成21年度予算額は、補正後予算額
注３： 本概要は、百万円未満を四捨五入の上、百万円単位で表記している。そのため、本概要上で個別事項の積上額と総計

が一致しない場合がある。
注４：各関連施策については、施策６区分中、その施策目的上最も関連のある区分に掲載
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 食育基本法（平成十七年法律第六十三号）
  最終改正：平成二十一年六月五日法律第四十九号
目次
前文
第一章　総則（第一条―第十五条）
第二章　食育推進基本計画等
 （第十六条―第十八条）
第三章　基本的施策（第十九条―第二十五条）
第四章　食育推進会議等
 （第二十六条―第三十三条）
附則

二十一世紀における我が国の発展のためには、子
どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会
に向かって羽ばたくことができるようにするととも
に、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわ
たって生き生きと暮らすことができるようにするこ
とが大切である。
子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力

を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要
である。今、改めて、食育を、生きる上での基本で
あって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの
と位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」
に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全
な食生活を実践することができる人間を育てる食育
を推進することが求められている。もとより、食育
はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子ど
もたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成
に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と
身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎とな
るものである。
一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々

忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大
切さを忘れがちである。国民の食生活においては、
栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増
加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」
の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が
生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する
中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の
安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶ
ことが求められている。また、豊かな緑と水に恵ま
れた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の
多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の
「食」が失われる危機にある。

こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民
の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実
現することが求められるとともに、都市と農山漁村
の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産
者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊
かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食
料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に
寄与することが期待されている。
国民一人一人が「食」について改めて意識を高
め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動
への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信
頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に
付けることによって、心身の健康を増進する健全な
食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保
育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推
進に取り組んでいくことが、我々に課せられている
課題である。さらに、食育の推進に関する我が国の
取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際
的に貢献することにつながることも期待される。
ここに、食育について、基本理念を明らかにして
その方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食
育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進す
るため、この法律を制定する。

第一章　総　則

（目的）
第一条　この法律は、近年における国民の食生活を
めぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって
健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむため
の食育を推進することが緊要な課題となっている
ことにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、
及び国、地方公共団体等の責務を明らかにすると
ともに、食育に関する施策の基本となる事項を定
めることにより、食育に関する施策を総合的かつ
計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健
康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の
実現に寄与することを目的とする。

（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成）
第二条　食育は、食に関する適切な判断力を養い、
生涯にわたって健全な食生活を実現することによ
り、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に
資することを旨として、行われなければならな
い。
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（食に関する感謝の念と理解）
第三条　食育の推進に当たっては、国民の食生活
が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食
に関わる人々の様々な活動に支えられていること
について、感謝の念や理解が深まるよう配慮され
なければならない。

（食育推進運動の展開）
第四条　食育を推進するための活動は、国民、民間
団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮
し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体
の参加と協力を得るものとするとともに、その連
携を図りつつ、あまねく全国において展開されな
ければならない。

（子どもの食育における保護者、教育関係者等の
役割）
第五条　食育は、父母その他の保護者にあっては、
家庭が食育において重要な役割を有していること
を認識するとともに、子どもの教育、保育等を行
う者にあっては、教育、保育等における食育の重
要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進
に関する活動に取り組むこととなるよう、行われ
なければならない。

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践）
第六条　食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、
地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用
して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関
する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の
推進のための活動を実践することにより、食に関
する理解を深めることを旨として、行われなけれ
ばならない。

（伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配
意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への
貢献）
第七条　食育は、我が国の伝統のある優れた食文
化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和の
とれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国
の食料の需要及び供給の状況についての国民の理
解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との
交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我
が国の食料自給率の向上に資するよう、推進され
なければならない。

（食品の安全性の確保等における食育の役割）
第八条　食育は、食品の安全性が確保され安心して
消費できることが健全な食生活の基礎であること
にかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関
する幅広い情報の提供及びこれについての意見交
換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切
な食生活の実践に資することを旨として、国際的
な連携を図りつつ積極的に行われなければならな
い。

（国の責務）
第九条　国は、第二条から前条までに定める食育に
関する基本理念（以下「基本理念」という。）に
のっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ
計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第十条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、食
育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地
方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策
を策定し、及び実施する責務を有する。

（教育関係者等及び農林漁業者等の責務）
第十一条　教育並びに保育、介護その他の社会福
祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）に
関する職務に従事する者並びに教育等に関する関
係機関及び関係団体（以下「教育関係者等」とい
う。）は、食に関する関心及び理解の増進に果た
すべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっと
り、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積
極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の
者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう
努めるものとする。
２　農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下
「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関する
体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増
進する上で重要な意義を有することにかんがみ、
基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体
験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関
わる人々の活動の重要性について、国民の理解が
深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互
に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努
めるものとする。
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（食品関連事業者等の責務）
第十二条　食品の製造、加工、流通、販売又は食事
の提供を行う事業者及びその組織する団体（以下
「食品関連事業者等」という。）は、基本理念に
のっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極
的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地
方公共団体が実施する食育の推進に関する施策そ
の他の食育の推進に関する活動に協力するよう努
めるものとする。

（国民の責務）
第十三条　国民は、家庭、学校、保育所、地域その
他の社会のあらゆる分野において、基本理念に
のっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自
ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努
めるものとする。

（法制上の措置等）
第十四条　政府は、食育の推進に関する施策を実施
するため必要な法制上又は財政上の措置その他の
措置を講じなければならない。

（年次報告）
第十五条　政府は、毎年、国会に、政府が食育の推
進に関して講じた施策に関する報告書を提出しな
ければならない。

第二章　食育推進基本計画等

（食育推進基本計画）
第十六条　食育推進会議は、食育の推進に関する施
策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推
進基本計画を作成するものとする。

２　食育推進基本計画は、次に掲げる事項について
定めるものとする。
一　食育の推進に関する施策についての基本的な
方針

二　食育の推進の目標に関する事項
三　国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合
的な促進に関する事項

四　前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関
する施策を総合的かつ計画的に推進するために
必要な事項

３　食育推進会議は、第一項の規定により食育推進
基本計画を作成したときは、速やかにこれを内閣
総理大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知

するとともに、その要旨を公表しなければならな
い。
４　前項の規定は、食育推進基本計画の変更につい
て準用する。

（都道府県食育推進計画）
第十七条　都道府県は、食育推進基本計画を基本と
して、当該都道府県の区域内における食育の推進
に関する施策についての計画（以下「都道府県食
育推進計画」という。）を作成するよう努めなけ
ればならない。
２　都道府県（都道府県食育推進会議が置かれてい
る都道府県にあっては、都道府県食育推進会議）
は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更し
たときは、速やかに、その要旨を公表しなければ
ならない。

（市町村食育推進計画）
第十八条　市町村は、食育推進基本計画（都道府県
食育推進計画が作成されているときは、食育推進
基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本とし
て、当該市町村の区域内における食育の推進に関
する施策についての計画（以下「市町村食育推進
計画」という。）を作成するよう努めなければな
らない。
２　市町村（市町村食育推進会議が置かれている市
町村にあっては、市町村食育推進会議）は、市町
村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、
速やかに、その要旨を公表しなければならない。

第三章　基本的施策

（家庭における食育の推進）
第十九条　国及び地方公共団体は、父母その他の保
護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深
め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参
加する料理教室その他の食事についての望ましい
習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美
に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関
する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対する
栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象
とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭に
おける食育の推進を支援するために必要な施策を
講ずるものとする。
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（学校、保育所等における食育の推進）
第二十条　国及び地方公共団体は、学校、保育所等
において魅力ある食育の推進に関する活動を効果
的に促進することにより子どもの健全な食生活の
実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学
校、保育所等における食育の推進のための指針の
作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職
員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進に
おいて果たすべき役割についての意識の啓発その
他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所
等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、
教育の一環として行われる農場等における実習、
食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験
活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過
度の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等に
ついての知識の啓発その他必要な施策を講ずるも
のとする。

（地域における食生活の改善のための取組の推進）
第二十一条　国及び地方公共団体は、地域におい
て、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活
の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増
進するため、健全な食生活に関する指針の策定及
び普及啓発、地域における食育の推進に関する専
門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びに
その活用、保健所、市町村保健センター、医療機
関等における食育に関する普及及び啓発活動の推
進、医学教育等における食育に関する指導の充
実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための
活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。

（食育推進運動の展開）
第二十二条　国及び地方公共団体は、国民、教育関
係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他
の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活
の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体
が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域
の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図
りながらあまねく全国において展開されるように
するとともに、関係者相互間の情報及び意見の交
換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓
発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に
食育の推進に関する活動を推進するための期間の
指定その他必要な施策を講ずるものとする。
２　国及び地方公共団体は、食育の推進に当たって

は、食生活の改善のための活動その他の食育の推
進に関する活動に携わるボランティアが果たして
いる役割の重要性にかんがみ、これらのボラン
ティアとの連携協力を図りながら、その活動の充
実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。

（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和の
とれた農林漁業の活性化等）
第二十三条　国及び地方公共団体は、生産者と消費
者との間の交流の促進等により、生産者と消費者
との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食
料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する
理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和の
とれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産
物の生産、食品の製造、流通等における体験活動
の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給
食等における利用その他のその地域内における消
費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生
の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものと
する。

（食文化の継承のための活動への支援等）
第二十四条　国及び地方公共団体は、伝統的な行事
や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文
化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推
進するため、これらに関する啓発及び知識の普及
その他の必要な施策を講ずるものとする。

（食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調
査、研究、情報の提供及び国際交流の推進）
第二十五条　国及び地方公共団体は、すべての世代
の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民
の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、
食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発
生及びその再生利用の状況等について調査及び研
究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整
理及び提供、データベースの整備その他食に関す
る正確な情報を迅速に提供するために必要な施策
を講ずるものとする。
２　国及び地方公共団体は、食育の推進に資するた
め、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等
の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究
者等の国際的交流、食育の推進に関する活動につ
いての情報交換その他国際交流の推進のために必
要な施策を講ずるものとする。
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第四章　食育推進会議等

（食育推進会議の設置及び所掌事務）
第二十六条　内閣府に、食育推進会議を置く。
２　食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさど
る。
一　食育推進基本計画を作成し、及びその実施を
推進すること。

二　前号に掲げるもののほか、食育の推進に関す
る重要事項について審議し、及び食育の推進に
関する施策の実施を推進すること。

（組織）
第二十七条　食育推進会議は、会長及び委員二十五
人以内をもって組織する。

（会長）
第二十八条　会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
２　会長は、会務を総理する。
３　会長に事故があるときは、あらかじめその指名
する委員がその職務を代理する。

（委員）
第二十九条　委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一　内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）
第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、
同項の規定により命を受けて同法第四条第一項
第十八号に掲げる事項に関する事務及び同条第
三項第二十七号の三に掲げる事務を掌理するも
の（次号において「食育担当大臣」という。）
二　食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内
閣総理大臣が指定する者

三　食育に関して十分な知識と経験を有する者の
うちから、内閣総理大臣が任命する者

２　前項第三号の委員は、非常勤とする。

（委員の任期）
第三十条　前条第一項第三号の委員の任期は、二年
とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。

２　前条第一項第三号の委員は、再任されることが
できる。

（政令への委任）
第三十一条　この章に定めるもののほか、食育推進
会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で
定める。

（都道府県食育推進会議）
第三十二条　都道府県は、その都道府県の区域にお
ける食育の推進に関して、都道府県食育推進計画
の作成及びその実施の推進のため、条例で定める
ところにより、都道府県食育推進会議を置くこと
ができる。
２　都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必
要な事項は、都道府県の条例で定める。

（市町村食育推進会議）
第三十三条　市町村は、その市町村の区域における
食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成
及びその実施の推進のため、条例で定めるところ
により、市町村食育推進会議を置くことができ
る。
２　市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要
な事項は、市町村の条例で定める。

 附　則　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して一月を
超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。

 附　則（平成二十一年六月五日法律第四十九号抄）

（施行期日）
第一条　この法律は、消費者庁及び消費者委員会設
置法（平成二十一年法律第四十八号）の施行の日
から施行する。
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 食育推進基本計画
 （平成十八年三月三十一日食育推進会議決定）

はじめに

１．食をめぐる現状
私たち人間が生きていくためには食が欠かせな
い。食は命の源であり、食がなければ命は成り立た
ない。私たち人間は、悠久の歴史の中で自らに最も
適した食について豊かな知識、経験、そして文化を
築き、健全な食生活を実践しながら生きる力を育ん
できた。
しかしながら、我が国では、近年、急速な経済発
展に伴って生活水準が向上し、食の外部化等食の多
様化が大きく進展するとともに、社会経済情勢がめ
まぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中、食の
大切さに対する意識が希薄になり、健全な食生活が
失われつつある。加えて、食に関する情報が社会に
氾濫し、情報の受け手である国民が食に関する正し
い情報を適切に選別し活用することが困難な状況も
見受けられる。今や我が国の食をめぐる現状は危機
的な状況を迎えていると言っても過言ではない。例
えば、脂質の過剰摂取や野菜の摂取不足、朝食の欠
食に代表されるような栄養の偏りや食習慣の乱れが
子どもも含めて見受けられる。これらに起因して、
肥満や生活習慣病の増加が見られ、過度の痩身等の
問題も指摘されるようになってきている。これらの
問題は、我が国の活力を低下させかねない問題であ
り、早期に改善を図らなければならない。
特に、子どもたちが健全な食生活を実践すること
は、健康で豊かな人間性を育んでいく基礎となるこ
とはもちろんのこと、今後とも、我が国が活力と魅
力にあふれた国として発展し続けていく上でも大切
である。子どもへの食育を通じて大人自身もその食
生活を見直すことが期待されるところであり、地域
や社会を挙げて子どもの食育に取り組むことが必要
である。
急速な増加を続ける高齢者が生き生きと生活して
いく上でも、健康に過ごせる期間を長くすることが
重要であり、運動習慣の徹底等とともに健全な食生
活を心掛ける必要がある。
近年、生活時間の多様化等ともあいまって、家族
や友人等と楽しく食卓を囲む機会が少なくなりつつ
あるが、心豊かに生活していく上で、できるだけこ
のような機会を持つよう心掛けることも大切であ
る。

一方、食そのものや食を取り巻く環境の観点から
みると、食品の安全性に関わる国内外の事案の発生
によってその安全性に対する国民の関心が高まって
おり、食品の安全性の確保と国民の理解の増進を図
る必要がある。
また、我が国の食料自給率は世界の先進国の中で
最低の水準であり、食を大きく海外に依存している
が、世界的な人口の増加、水資源の枯渇や農地の砂
漠化、地球環境問題による気候変動の懸念等安定的
な食料供給への不安要因の拡大を考えると、食料自
給率の向上を図っていく必要がある。
さらに、国民の生活水準が向上していく中で、
人々は多様な食生活を楽しむことが可能となった
が、その一方で、古くから我が国各地で育まれてき
た多彩な食文化が失われつつあり、地域の気候風土
等と結びついた、米を中心とした多様な副食からな
る「日本型食生活」等健全で豊かな食生活の実践、
個性あふれる地域社会の活性化等の観点から、伝統
ある優れた食文化の継承を図っていくことが重要で
ある。

２．これまでの取組と今後の展開
我が国の食をめぐる現状が危機的とも言うべき状
況に至った背景には様々な要因があるが、戦後、我
が国の社会経済構造等が大きく変化していく中に
あって、国民のライフスタイルや価値観・ニーズが
高度化・多様化し、これに伴い食生活やこれを取り
巻く環境が急激に変わってきたことが大きな要因の
一つと考えられる。そして、このような過程におい
て、国民の食に対する意識、食への感謝の念や理解
等が薄れ、このままでは健全な食生活の実現は困難
とも言える状態にまで至っている。
このような食をめぐる状況に対処し、その解決を
目指した取組が食育である。食育という考え方自体
は、明治時代において既に存在していたものであ
り、決して新しい概念ではない。しかしながら、こ
のような状況にある今こそ、知育、徳育及び体育の
基礎として食育を位置づけ、これに国民運動として
取り組み、男女を問わず国民一人一人が自ら健全な
食生活を実践することができるよう、男女共同参画
の視点も踏まえて暮らしの構造改革の一環として日
本人の食の再構築を推進していかなければならな
い。
もとより、食生活のあり方は、個人の価値観や考
え方に負うところが大きく、その自由な判断と選択
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に委ねられるべきである。にもかかわらず、国を挙
げて食育に取り組まなければならない現状があり、
これを看過することなく、食育を国民一人一人に浸
透させていくことに最大限の努力を傾注していくこ
とが求められている。この場合において、国民の自
発的意思に基づいて健全な食生活が実践されること
が基本であり、国民の多様なライフスタイルや価値
観等が尊重されるとともに、食育が何らかの強制を
伴うものではないことが重要である。
このような問題意識の下、これまでも国、地方公

共団体、民間団体等によって食育への取組がなされ
てきており、一定の成果を挙げつつあると考えられ
るが、既に述べたような危機的な状況の解決につな
がる明確な道筋は未だ見えておらず、国はもとより
地方公共団体においても国との連携を図りつつ自主
的な施策を講じることが求められている。
国民が生涯にわたって健康で豊かな人間性を育む

ため、今こそ、食に関する知識と食を選択する力を
習得し、健全な食生活を実践することができる人間
を育てる食育を国民運動として推進していかなけれ
ばならない。このため、食育の基本理念と方向性を
明らかにするとともに、食育に関する施策を総合的
かつ計画的に推進し、これまで以上にその実効性を
確保していくことを目指して、平成17年７月、食
育基本法（以下「基本法」という。）が施行された。
この食育推進基本計画（以下「基本計画」とい

う。）は、基本法に基づいて策定するものであり、
平成18年度から平成22年度までの５年間を対象と
して、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的
な推進を図るために必要な基本的事項を定めるとと
もに、都道府県食育推進計画及び市町村食育推進計
画（以下「推進計画」という。）の基本となるもの
である。
今後は、基本計画に基づき、国及び地方公共団体

をはじめ、関係者が創意と工夫を凝らしつつ、その
総力を結集して食育を国民運動として強力に展開す
ることにより、国民が生涯にわたって健全な心身を
培い、豊かな人間性を育むことができる社会の実現
を目指すこととする。

第１　食育の推進に関する施策についての基
本的な方針

１．国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成
国民が健康で豊かな人間性を育む上で健全な食生

活が重要であり、このことは子どもだけでなくあら

ゆる世代においても等しく当てはまることである。
しかしながら、近年、栄養の偏りや食習慣の乱れ
が目立つようになり、肥満や生活習慣病の増加、過
度の痩身等の問題を引き起こしている。これらの多
くは、生活習慣に起因しているが、その中でも食に
関する様々な情報の氾濫や料理をする機会の減少等
とあいまって、健全な食生活の実現に欠かせない食
に関する知識や判断力が低下していることが大きな
要因の一つであると考えられる。
特に、我が国では、国内外から様々な種類の食材
が供給されるとともに、食の外部化等が進展してい
る。そのような中で、国民一人一人が健全な食生活
を自ら実践できるだけの食に関する正確な知識や的
確な判断力を主体的に身に付ける必要性が従来以上
に高まっていると言える。
また、昨今、家族と暮らしている環境下において
一人で食事をとるいわゆる「孤食」や家族一緒の食
卓で特段の事情もなく別々の料理を食べるいわゆる
「個食」が見受けられる。食を通じたコミュニケー
ションは、食の楽しさを実感させ、人々に精神的な
豊かさをもたらすと考えられることから、楽しく食
卓を囲む機会を持つように心掛けることも大切であ
る。
健全な食生活に必要な知識や判断力については、
年齢や健康状態、さらには生活環境によっても異な
る部分があることから、食育の推進に当たっては、
より実践的なものとなるよう十分に配慮しつつ、国
民の心身の健康の増進と豊かな人間形成を目指して
施策を講じるものとする。

２．食に関する感謝の念と理解
現在、世界中で８億人を超える人々が飢餓や栄養
不足で苦しんでいる一方で、我が国では、日常生活
において食料が豊富に存在することを当たり前のよ
うに受け止め、食べ残しや食品の廃棄を大量に発生
させており、世界に通じる「もったいない」という
物を大切にする精神が薄れがちである。
また、産業構造の変化や人口の都市集中、さらに
は食の外部化等が進んでいく中で、食料の生産や加
工等の場面に直接触れることができる機会が減少
し、いわば生産者と消費者との物理的、精神的な距
離が拡大してきた。この結果、限られた国土や水資
源といった自然の恩恵の上に貴重な食料生産が成り
立っていること、食という行為は動植物の命を受け
継ぐことであること、そして、食生活は生産者をは
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じめ多くの人々の苦労や努力に支えられていること
を実感しにくくなっている。
食の大切さに対する国民の意識が薄れている大き
な要因として、このような背景があると考えられる
ことから、食育の推進に当たっては、心身の健康に
直接関わる知識等を身に付けるだけではなく、様々
な体験活動等を通じて自然に国民の食に関する感謝
の念や理解が深まっていくよう配慮した施策を講じ
るものとする。

３．食育推進運動の展開
食育の推進が十分な成果を挙げるためには、国民
一人一人が健全な食生活の実践に取り組むことが必
要であるが、もとより個人の食生活は、その自由な
判断と選択に委ねられるべきものであり、国民が自
らの意思で食育に取り組むことが重要であることか
ら、国民が自ら取り組み、国民が主役となった、国
民的広がりを持つ運動として食育を推進していくこ
とが必要である。
このため、食育推進運動の展開に当たっては、国
民一人一人が食育の意義や必要性等を理解し、これ
に共感するとともに、国や地方公共団体のみならず
関係者が食をめぐる問題意識を共有しつつ、家庭、
学校、保育所、地域等社会の様々な分野において、
男女共同参画の視点も踏まえ、男性も参加して積極
的に食育の推進がなされることが重要であり、この
ような観点から、国民や民間団体等の自発的意思を
尊重するとともに、地域の特性に配慮し、多様な主
体の参加と連携・協力に立脚した国民運動として推
進することを目指した施策を講じるものとする。

４．子どもの食育における保護者、教育関係者等の
役割
健全な食生活は健康で豊かな人間性の基礎をなす
ものであり、特に、子どもの頃に身に付いた食習慣
を大人になって改めることは困難であることを考え
ると、子どもの食育が重要である。このため、家庭
での健全な食習慣や学校での農林漁業体験をはじめ
様々な機会や場所における適切な食生活の実践や食
に関する体験活動の促進、適切な知識の啓発等に積
極的に取り組むことによって、子どもの成長に合わ
せた切れ目のない食育を推進し、運動習慣等を含め
た適切な生活習慣を形成させていくことが重要であ
る。
また、大人と異なり子どもの時期は、食に対する

考え方を形成する途上にあることから、適切な食育
が行われることにより、日々の食生活に必要な知識
や判断力を習得し、これを主体的に実践する意欲の
向上を図ることはもとより、食を大切にし、これを
楽しむ心や広い社会的視野を育てていく上でも大き
な効果が期待できる。
しかしながら、朝食の欠食や、「孤食」や「個食」

等も見受けられることから、社会全体で働き方の見
直しを進めることに加え、父母その他の保護者や教
育、保育等に携わる関係者の意識の向上を図り、家
庭や教育、保育等の場が果たすべき重要な役割につ
いての自覚を促すとともに、相互の密接な連携の
下、子どもが楽しく食について学ぶことができる取
組が積極的に推進されるよう施策を講じるものとす
る。

５．食に関する体験活動と食育推進活動の実践
食育の第一歩は、国民の食に対する関心と意識を
高め、食に関する理解を深めることであるが、「２．
食に関する感謝の念と理解」において述べたように
近年の食に対する国民の意識は希薄化している。そ
の背景としては、多くの国民、特に都市生活者に
とって、食が日々の買い物や食事の対象にすぎず、
いわば最終消費段階でしか接点のないことが挙げら
れる。
そもそも、農産物は、豊かな土壌を育み、種や苗
を植え付け、多くの作業を経て収穫されるものであ
る。自然の恵みであるがゆえに、天候の影響を受
け、地域や季節によって生産物や収穫時期が異なっ
てくる。このように食料の生産現場においては、農
林漁業者によって気象条件、自然条件に合わせて生
産を営む知恵が育まれてきた。しかしながら、実際
には、毎日の食生活が食に関わる人々の様々な知恵
や活動に支えられていることについて、都市生活者
が日々の生活の中で学び実感することは困難である
場合が多い。
また、販売形態の変化等により食品購入の現場に
おいて消費者への情報提供が行われにくくなってき
たこと等によっても、食に関する理解が一層低下し
てきている。
このため、食育の推進に当たっては、家庭、学
校、保育所、地域等社会の様々な分野において、教
育関係者、農林漁業者、食品関連事業者等多様な主
体により、国民が食の多面的な姿を学ぶ機会が提供
され、多くの国民が、食料の生産から消費等に至る
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までの食に関する体験活動に参加するとともに、意
欲的に食育の推進のための活動を実践できるよう施
策を講じるものとする。

６．伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配
意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への
貢献
食は、心身の健康の増進に欠かせないものである

が、その一方で地域における伝統や気候風土と深く
結びつくことによって、地域の個性とも言うべき多
彩な食文化や食生活を生み出す源であり、我が国の
文化の発展にも寄与してきた。このように食をめぐ
る問題は、健全な食生活の実践という域にとどまら
ず、人々の精神的な豊かさや生き生きとした暮らし
と密接な関係を有しており、先人によって培われて
きた多様な食文化を後世に伝えつつ、時代に応じた
優れた食文化や豊かな味覚を育んでいくことが重要
である。
また、食料の生産が自然の恩恵の上に成り立って

いるものである以上、自然を犠牲にした食料生産に
限界があることは明らかであり、自然との共生が求
められる。単に量的拡大のみを追い求めることな
く、環境への負荷の低減や持続可能な農林漁業への
配慮が必要である。
このため、食育の推進に当たっては、伝統ある優

れた食文化や地域の特性を生かした食生活の継承・
発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費等が
図られるよう十分に配慮しつつ施策を講じるものと
する。
一方、世界的な人口の増加、水資源の枯渇等、安

定的な食料供給への不安要因が拡大していることを
考えると、我が国の食料自給率の向上を図っていく
ことが重要であるが、食の欧米化等の食生活の大き
な変化が一つの要因となって、食料自給率は低下傾
向にある。
このため、食育の推進に当たっては、我が国の食

料需給の状況に対する国民の十分な理解を促すとと
もに、都市と農山漁村の共生・対流や生産者と消費
者との交流等を進め、消費者と生産者の信頼関係を
構築すること等によって食料の主な生産の場である
農山漁村の活性化と食料自給率の向上に資するよう
施策を講じるものとする。

７．食品の安全性の確保等における食育の役割
食品の安全性が損なわれれば、人々の健康に影響

を及ぼし、ときには重大な被害を生じさせるおそれ
があるため、食品の安全性の確保は食生活における
基本的な問題であり、それゆえに国民の関心も高
まっている。
国民が安心して健全な食生活を実践できるように
するためには、まず、食品を提供する立場にある者
がその安全性の確保に万全を期すべきことが必要で
ある。食品を消費する立場にある者においても、食
品の安全性をはじめとする食に関する知識と理解を
深めるよう努め、自ら食を自らの判断で正しく選択
していくことが必要である。
このため、食育の推進に当たっては、国際的な連
携を図りつつ、食品の安全性やこれを確保するため
の諸制度等、食に関する幅広い情報を多様な手段で
提供するとともに、国や地方公共団体、関係団体や
関係事業者、消費者等の間の意見交換が積極的に行
われるよう施策を講じるものとする。

第２　食育の推進の目標に関する事項

１．目標の考え方
基本法に基づく取組は、国民の心身の健康の増進
と豊かな人間形成、食に関する感謝の念と理解等の
基本理念の下に推進されるものである。
このような考え方に則り食育を国民運動として推
進するためには、国や地方公共団体をはじめ多くの
関係者の理解の下、共通の目標を掲げ、その達成を
目指して協力して取り組むことが有効である。ま
た、より効果的で実効性のある施策を展開していく
上で、その成果や達成度を客観的な指標により把握
できるようにすることが必要である。
このため、基本計画においては、国民運動として
食育を推進するにふさわしい定量的な目標値を設定
することとし、その達成が図られるよう基本計画に
基づく取組を推進するものとする。
ただし、あくまでも食育は、既に述べたような目
的や基本理念に則って行われるべきものであり、地
域の実態や特性等への配慮がないまま安易に目標値
の達成のみを追い求めることのないよう留意する必
要がある。

２．食育の推進に当たっての目標値
（１）食育に関心を持っている国民の割合の増加
食育を国民運動として推進し、その成果を挙げる
ためには、国民一人一人が自ら食育の実践を心掛け
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ることが必要であるが、これにはまずより多くの国
民に食育への関心を持ってもらうことが欠かせな
い。このため、食育に関心を持っている国民の割合
の増加を目標とする。具体的には、平成17年度に
70％となっている割合（食育に関心がある又はどち
らかといえば関心がある者）について、平成22年
度までに90％以上とすることを目指す。

（２）朝食を欠食する国民の割合の減少
国民の食生活については、様々な問題が生じてい
るが、その代表的なものの一つに朝食の欠食があ
り、若い世代を中心に年々その割合は増加傾向にあ
る。
このため、朝食を欠食する国民の割合の減少を目
標とする。
具体的には、生活習慣の形成途上にある子ども

（小学生）については、平成12年度に４％となって
いる割合（小学校５年生のうちほとんど食べないと
回答した者）について、平成22年度までに０％と
することを目指す。
また、成人の中でも特に問題が顕在化している
20歳代及び30歳代の男性については、平成15年度
にそれぞれ30％、23％となっている割合（調査日
において、「菓子・果物などのみ」、「錠剤などのみ」、
「何も食べない」に該当した者）について、平成22
年度までにいずれも15％以下とすることを目指す。

（３）学校給食における地場産物を使用する割合の
増加
学校給食に「顔が見える、話ができる」生産者等
の地場産物を使用し、食に関する指導の「生きた教
材」として活用することは、子どもが食材を通じて
地域の自然や文化、産業等に関する理解を深めると
ともに、それらの生産等に携わる者の努力や食への
感謝の念を育む上で重要であるほか、地産地消を推
進する上でも有効な手段である。このため、学校給
食において都道府県単位での地場産物を使用する割
合の増加を目標とする。具体的には、平成16年度
に全国平均で21％となっている割合（食材数ベー
ス）について、平成22年度までに30％以上とする
ことを目指す。

（４）「食事バランスガイド」等を参考に食生活を
送っている国民の割合の増加
健全な食生活を実践するためには、国民一人一人

が自分にとって必要な食事の量を把握し、その人に
適した食事をとることが必要であり、これに当たっ
ては、「食生活指針」を具体的な行動に結びつける
ものとして「何を」「どれだけ」食べたらよいかを
分かりやすく示した「食事バランスガイド」等を参
考にすることが有効である。このため、「食事バラ
ンスガイド」、「食生活指針」、「日本人の食事摂取基
準」等の食生活上の指針を参考に食生活を送ってい
る国民の割合の増加を目標とする。具体的には、平
成22年度までに60％以上とすることを目指す。

（５）内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）
を認知している国民の割合の増加
生活習慣病の有病者やその予備軍とされる人々
は、内臓脂肪型肥満やこれに伴う高血糖、高血圧又
は高脂血を重複的に発症させている傾向がみられ
る。このような状態は、内臓脂肪症候群（メタボ
リックシンドローム）として位置づけられており、
生活習慣病を予防するためには、運動習慣の徹底等
とともに健全な食生活によりその状態の改善を図る
ことが必要である。このため、内臓脂肪症候群（メ
タボリックシンドローム）を認知している国民の割
合の増加を目標とする。具体的には、平成22年度
までに80％以上とすることを目指す。

（６）食育の推進に関わるボランティアの数の増加
食育を国民運動として推進し、これを国民一人一
人の食生活において実践してもらうためには、食生
活の改善等のために全国各地で国民の生活に密着し
た活動を行っているボランティアが果たすべき役割
が重要である。このため、食育の推進に関わるボラ
ンティア団体等において活動している国民の数の増
加を目標とする。具体的には、平成22年度までに
現状値の20％以上増加することを目指す。

（７）教育ファームの取組がなされている市町村の
割合の増加
食に関する関心や理解の増進を図るためには、農
林水産物の生産に関する体験活動の機会を提供する
ことが重要である。このため、自然の恩恵や食に関
わる人々の様々な活動への理解を深めること等を目
的とし、一連の農作業等の体験の機会を提供する教
育ファームの取組が計画的になされている市町村の
割合の増加を目標とする。具体的には、平成17年
度に42％となっている割合（市町村、学校、農林
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漁業者等様々な主体が取り組んでいる市町村）を踏
まえ、市町村等の関係者によって計画が作成され
様々な主体による教育ファームの取組がなされてい
る市町村の割合を平成22年度までに60％以上とす
ることを目指す。

（８）食品の安全性に関する基礎的な知識を持って
いる国民の割合の増加
健全な食生活の実践のためには、食品の安全性に

関する情報を受け止め、適正に食品を選択する力を
身に付けることが必要であると考えられる。このた
め、食品の安全な取扱い方や食品の選び方等食品の
安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割
合の増加を目標とする。具体的には、平成22年度
までに60％以上とすることを目指す。

（９）推進計画を作成・実施している都道府県及び
市町村の割合
食育を国民運動として推進していくためには、全

国各地においてその取組が進められることが必要で
あり、基本法においては、都道府県及び市町村（以
下「都道府県等」という。）に対し、基本計画を基
本として推進計画を作成するよう努めることを求め
ている。このため、推進計画を作成・実施している
都道府県等の割合を平成22年度までに都道府県は
100％、市町村は50％以上とすることを目指す。

第３　食育の総合的な促進に関する事項

１．家庭における食育の推進
（１）現状と今後の方向性
食に関する情報や知識、伝統や文化等について

は、従来、健全な生活習慣の形成の一環として、地
域の中で共有され、世代を超えて受け継がれてき
た。しかしながら、ライフスタイルの変化や食の外
部化等食をめぐる環境変化の中で、食習慣の乱れ等
が生じている。このため、国民一人一人が家庭や地
域において自分や子どもの食生活を大切にし、男女
共同参画の視点も踏まえつつ健全な食生活を実践で
きるよう、適切な取組を行うことが必要である。

（２）取り組むべき施策
子どもの父母その他の保護者や子ども自身の食に

対する関心と理解を深め、健全な食習慣を確立する
ため、国は以下の施策に取り組むとともに、地方公

共団体等はその推進に努める。

（生活リズムの向上）
朝食をとることや早寝早起きを実践することな
ど、子どもの基本的な生活習慣を育成し、生活リズ
ムを向上させるため、全国的な普及啓発活動を行う
とともに、地域ぐるみで生活リズムの向上に取り組
む活動を推進する。

（子どもの肥満予防の推進）
生活習慣病につながるおそれのある肥満を防止す
るためには、子どもの時期から適切な食生活や運動
習慣を身に付ける必要があることにかんがみ、子ど
もの栄養や運動に関する実態を把握するとともに、
栄養と運動の両面からの肥満予防対策を推進する。

（望ましい食習慣や知識の習得）
家族が食を楽しみながら望ましい食習慣や知識を
習得することができるよう、学校を通じて保護者に
対し、食育の重要性や健康美を含めた適切な栄養管
理に関する知識等の啓発に努める。また、家庭にお
ける食育の推進に役立てるため、食育に関する内容
を含め家庭でのしつけや子育てのヒント集として作
成した家庭教育手帳を乳幼児や小学生等を持つ保護
者に配付し、その活用を図る。

（妊産婦や乳幼児に関する栄養指導）
妊産婦の安全な妊娠・出産と産後の健康の回復に
加えて、子どもの生涯にわたる健康づくりの基盤を
確保するため、妊産婦等に対する栄養指導の充実を
図る。具体的には、平成18年２月に作成・公表し
た「妊産婦のための食生活指針」の普及啓発を進め
るとともに、妊産婦の健康課題やその対策について
明確にするための調査研究を行う。
また、乳幼児期は心身機能や食行動の発達が著し
い時期であることから、乳幼児期から思春期に至る
発育・発達段階に応じた食育を推進することを目的
として平成16年２月に作成・公表した「楽しく食
べる子どもに～食からはじまる健やかガイド～」の
普及啓発を進めるとともに、母乳育児の推進等を盛
り込んだ授乳・離乳の支援ガイドを作成・配布する
などし、親子の心のきずなを深めることにもつなが
るよう、保健医療機関等における乳幼児の発達段階
に応じた栄養指導の充実を図る。
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（栄養教諭を中核とした取組）
子どもに望ましい食習慣等を身に付けさせるため
には学校、家庭、地域社会の連携が重要であり、学
校と家庭や地域社会との連携の要である栄養教諭に
よる積極的な取組が望まれる。このため、各地域の
栄養教諭を中核として、学校、家庭、さらには地域
住民や保育所、PTA、生産者団体、栄養士会等の
関係機関・団体が連携・協力し、様々な食育推進の
ための事業を実施するとともに、家庭に対する効果
的な働きかけの方策等の実践的な調査研究や食育に
関する情報発信等を行う。
また、栄養バランスのとれた食事や家族そろって
楽しく食事をとることの重要性等への理解を深める
ことができるよう、保護者や教職員等を対象とした
食育の普及啓発や栄養教諭による実践指導の紹介等
を行うシンポジウムを全国各地で開催する。

（青少年及びその保護者に対する食育推進）
食育を通じて青少年の健全育成を図るため、青少
年育成に関するイベントや情報提供活動等において
食育の普及啓発を推進する。

２．学校、保育所等における食育の推進
（１）現状と今後の方向性
子どもの食生活をめぐる問題が大きくなる中で、
子どもの健全な育成に重要な役割を果たしている学
校、保育所等は、その改善を進めていく場として大
きな役割を担っており、学校や保育所等の関係者に
はあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的
に食育の推進に努めることが求められている。ま
た、子どもが食の大切さや楽しみを実感することに
よって、家庭への良き波及効果をもたらすことも期
待できる。このため、家庭や地域と連携しつつ、学
校、保育所等において十分な食育がなされるよう、
適切な取組を行うことが必要である。

（２）取り組むべき施策
学校、保育所等において、魅力ある食育推進活動
を行い、子どもの健全な食生活の実現と豊かな人間
形成を図るため、国は以下の施策に取り組むととも
に、地方公共団体等はその推進に努める。

（指導体制の充実）
平成17年度から制度化された栄養教諭は、学校
全体の食に関する指導計画の策定、教職員間や家

庭、地域との連携・調整等において中核的な役割を
担う職である。また、各学校における指導体制の要
として、食育を推進していく上で不可欠な教員であ
り、全都道府県における早期の配置が必要である。
このため、その重要性についての普及啓発を進める
とともに、全ての現職の学校栄養職員が栄養教諭免
許状を取得することができるよう必要な講習会等を
開催すること等により、栄養教諭免許状を取得した
学校栄養職員の栄養教諭への移行を促進する。ま
た、給食の時間、家庭科や体育科をはじめとする各
教科、総合的な学習の時間等における食に関する指
導の充実を促進し、学校における食育を組織的・計
画的に推進する。さらに、食に関する指導計画の作
成や食に関する指導を行う上での手引を作成・配付
し、各学校での指導の充実に役立てるとともに、学
校長・教職員等が学校における食育の重要性等につ
いての理解を深めるようシンポジウムを開催するな
ど意識啓発等を推進する。

（子どもへの指導内容の充実）
学校における食育の推進のためには、子どもが食
について計画的に学ぶことができるよう、各学校に
おいて食に関する指導に係る全体的な計画が策定さ
れることが必要であり、これを積極的に促進する。
特に、その際には、学校長のリーダーシップの下に
関係教職員が連携・協力しながら、栄養教諭が中心
となって組織的な取組を進めることが必要である。
また、各教科、特別活動、総合的な学習の時間等
の学校教育活動全体を通じて、食に関する指導を行
うために必要な時間が十分に確保されるよう学校に
おける取組を促進するとともに、食に関する学習教
材を作成・配付し、その活用を図る。
さらに、地域の生産者団体等と連携し、農林漁業
体験、食品の流通や調理、食品廃棄物の再生利用等
に関する体験といった子どもの様々な体験活動等を
推進するとともに、体験活動の円滑な実施を促進す
るための指導者の養成を目的とした研修を実施す
る。
なお、学習指導要領の見直しに当たり、学校教育
活動全体を通じた食に関する指導の充実を図るな
ど、食育が推進されるよう取り組む。
学校教育外でも、食料の生産・流通・消費に対す
る子どもの関心と理解を深めるため、子ども向けパ
ンフレット等を作成・配布するとともに、行政関係
者や関係団体等と連携し、これら関係者による子ど
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もへの指導を推進する。
これらの取組を踏まえ、学校の関係者は、家庭や

地域と連携しつつ、積極的に食育の推進に努める。

（学校給食の充実）
子どもの望ましい食習慣の形成や食に関する理解

の促進のため、学校給食の一層の普及や献立内容の
充実を促進するとともに、各教科等においても学校
給食が「生きた教材」としてさらに活用されるよう
取り組むほか、栄養教諭を中心として、食物アレル
ギー等への対応を推進する。
また、望ましい食生活や食料の生産等に対する子

どもの関心と理解を深めるとともに、地産地消を進
めていくため、生産者団体等と連携し、学校給食に
おける地場産物の活用の推進や米飯給食の一層の普
及・定着を図りつつ、地域の生産者や生産に関する
情報を子どもに伝達する取組を促進するほか、単独
調理方式による教育上の効果等についての周知・普
及を図る。
さらに、子どもの食習慣の改善等に資するため、

生産者団体等による学校給食関係者を対象とした
フォーラムの開催等を推進する。

（食育を通じた健康状態の改善等の推進）
食育の推進を通じて子どもの健康状態の改善や学

習等に対する意欲の向上等を図るため、栄養教諭と
養護教諭が連携し、子どもの食生活が健康や意欲に
及ぼす影響等を調査研究するとともに、その成果を
生かした効果的な指導プログラムの開発を推進す
る。また、子どもへの指導においては、過度の痩身
や肥満が心身の健康に及ぼす影響等健康状態の改善
等に必要な知識を普及し、その実践を図る。

（保育所での食育推進）
保育所は、乳幼児が生涯にわたる人間形成の基礎

を培う極めて重要な時期に、その生活の多くの時間
を過ごすところであり、食材との触れ合いや食事の
準備をはじめとする食に関する様々な体験や指導を
通じ、乳幼児期からの適切な食事のとり方や望まし
い食習慣の定着、豊かな人間性の育成等を図ること
が重要である。
このため、平成16年３月に作成・公表した「保

育所における食育に関する指針」を参考に、保育所
において、所長、保育士、栄養士等の協力の下、保
育計画に連動した組織的・発展的な「食育の計画」

の策定等が推進されるよう支援を行う。また、保育
所の関係者は、在宅の子育て家庭からの乳幼児の食
に関する相談への対応や情報提供等に努めるほか、
地域と連携しつつ、積極的に食育を推進するよう努
める。

３．地域における食生活の改善のための取組の推進
（１）現状と今後の方向性
健康で生き生きと暮らしていくためには、子ども
の時期はもとより、人生の各段階に応じた一貫性・
継続性のある食育を推進することが求められる。特
に、日本人の最大の死亡原因となっている生活習慣
病を予防する上では、運動習慣の徹底等とともに食
生活の改善が大切である。このため、家庭や学校、
保育所等と連携しつつ、地域における食生活の改善
が図られるよう、適切な取組を行うことが必要であ
る。

（２）取り組むべき施策
地域において、食生活の改善を推進するととも
に、生活習慣病を予防し国民の健康を増進するた
め、国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共
団体等はその推進に努める。

（栄養バランスが優れた「日本型食生活」の実
践）
日本の気候風土に適した米を中心に農産物、畜産
物、水産物等多様な副食から構成され、栄養バラン
スが優れた「日本型食生活」の実践を促進するた
め、シンポジウムの開催やマスメディア等の多様な
広報媒体等を通じて、米や野菜、果実、牛乳、きの
こ類、魚介類等に関する情報提供等を行う。

（「食生活指針」や「食事バランスガイド」の活
用促進）
国民の食生活の改善を進めるとともに、健康増進
や生活の質的向上及び食料の安定供給の確保等を図
るための指針として平成12年３月に決定・公表し
た「食生活指針」について、引き続き普及啓発を進
める。
また、「食生活指針」を具体的な行動に結びつけ
るため、食事の望ましい組合せやおおよその量をイ
ラストを交えて分かりやすく示した「食事バランス
ガイド」を平成17年６月に決定・公表したところ
であり、日々の生活においてこれが活用されるよう

138



関係機関や関係団体はもとより、小売や外食、職場
の食堂等を通じて国民への浸透を図る。

（専門的知識を有する人材の養成・活用）
国民一人一人が食に関する知識を持ち自らこれを
実践できるようにするため、食育に関し専門的知識
を備えた管理栄養士や栄養士、専門調理師や調理師
等の養成を図るとともに、学校、各種施設等との連
携の下、食育の推進に向けてこれらの人材やその団
体による多面的な活動が推進されるよう取り組む。
また、地域において食育の推進が着実に図られる
ように、都道府県や市町村における管理栄養士等の
配置を推進するとともに、地域において栄養指導に
当たる管理栄養士等の資質向上を図るため、研修会
等を開催する。

（健康づくりや医学教育等における食育推進）
食育を通じて生活習慣病等の予防を図るため、保
健所、保健センター、医療機関等における食育に関
する普及や啓発活動を推進するとともに、食生活を
支える口腔機能の維持等についての指導を推進す
る。また、市町村等が行っている健康診断に合わせ
て、一人一人の健康状態に応じた栄養や運動の指導
の充実を図る。
さらに、医学教育等においては、食生活と疾病の
関連等食育に係る教育等を行い、国民の食生活の改
善と健康の増進に向けた取組を推進するよう努め
る。

（食品関連事業者等による食育推進）
食品関連事業者等は、食育に関心を持っていない
人々も含めた消費者との接点を多く有していること
から、様々な体験活動の機会の提供、より一層健康
に配慮した商品やメニューの提供、食に関する分か
りやすい情報や知識の提供といった食育の推進のた
めの活動について、積極的に取り組むよう努める。
その際には、従来から取り組んでいる工場見学の
実施や情報提供等についても、食育の推進という視
点からの見直しや充実に努める。
特に、消費者への情報提供に当たっては、消費者
の適切な食の選択に資するよう、科学的知見に基づ
き分かりやすく客観的な情報の提供に努める。
また、職場の食堂等においても、より一層健康に
配慮したメニューの提供や栄養、食生活等に関する
情報提供がなされるよう努める。

なお、これらの活動を支援するため、国や地方公
共団体において必要な情報提供等を行う。

４．食育推進運動の展開
（１）現状と今後の方向性
食育については、従来、国や地方公共団体、教
育・保育、農林漁業、食品産業等の関係者やその団
体、消費者団体やボランティア団体等様々な関係者
がそれぞれの立場から取り組んできたが、食をめぐ
る問題を払拭するには至っていない。また、食育に
関心を持っていない人々が相当の割合を占めている
状況にもある。このような状況を打開し、食育を国
民運動として推進していくためには、これらの関係
者が共通認識を持ち、一体的に国民に強く訴えかけ
ていくことが必要である。このため、男女共同参画
の視点も踏まえて全国的な食育推進運動が展開され
るよう、適切な取組を行う必要がある。

（２）取り組むべき施策
食育推進運動の全国的な展開とボランティアを含
めた関係者間の連携・協力を図り、国民運動として
食育を推進するため、国は以下の施策に取り組むと
ともに、地方公共団体等はその推進に努める。

（食育月間の設定・実施）
国、地方公共団体、関係団体等が協力して、食育
推進運動を重点的かつ効果的に実施し、食育の国民
への浸透を図るため、毎年６月を「食育月間」と定
め、各種広報媒体やイベント等を活用してその周知
と国民への定着を図る。具体的には、全国規模の中
核的なイベントを毎年開催地を移しながら開催する
とともに、各地でも地域的なイベント等を行う。ま
た、家庭、学校、保育所、職場等に対しては、これ
を食育実践の契機とするよう呼びかける。

（継続的な食育推進運動）
さらに、食育推進運動を継続的に展開し、食育の
一層の定着を図るため、毎月19日を「食育の日」
と定めるほか、食育の考え方等が広く国民に認識さ
れるようキャッチフレーズを活用するとともに、少
なくとも週１日は家族そろって楽しく食卓を囲むこ
とを呼びかけるなど、様々な機会をとらえて広報啓
発活動を実施する。これに当たっては、子どもと保
護者のみならず、食育への関心が薄い世代等に対す
る普及啓発にも十分配慮しつつ取り組むこととす
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る。

（各種団体等との連携・協力体制の確立）
食育推進運動は、関係者がそれぞれの立場から取

り組むとともに、関係者が連携・協力することでよ
り大きな成果が期待できる。このため、国や地方公
共団体と食育を推進する各種団体やボランティア等
が連携し、一体的な食育推進運動を展開することが
できるよう、これらの団体等の全国的かつ横断的な
連携・協力を呼びかけ、国民運動として食育を展開
していくための活動を推進する。また、地域におい
ても同様に、地方公共団体と各種団体やボランティ
ア等が密接に連携・協力しつつ一体となって食育を
推進することができるよう、地方公共団体を中心と
した協力体制の構築等を推進する。

（民間の取組に対する表彰の実施）
民間の団体等が自発的に行う活動が全国で展開さ

れ、関係者間の情報共有が促進されるよう、民間の
食育活動に関する表彰を行う。

（国民運動に資する調査研究と情報提供）
効果的な広報啓発活動の実施や食育に関する施策

の企画立案等に活用するため、食育に関する国民の
意識や食生活の実態等について調査研究を行うとと
もに、その成果を公表する。
また、食育の関係者はもとより、広く国民が食育

に関する関心と理解を深めるとともに、食育に関す
る施策、基本計画の推進状況、地方公共団体におけ
る取組状況等必要な情報を容易に入手することがで
きるよう、総合的な情報提供を行う。
さらに、様々な分野での食育を推進し、全国的な

運動として促進するため、全国各地で創意工夫を凝
らしながら食育を推進して成果を挙げている事例や
手法を収集し、広く情報提供する。

（食育に関する国民の理解の増進）
食をめぐる諸課題や食育の意義や必要性等につい

て広く国民の理解を深め、一人でも多くの国民が自
ら食育に関する活動を実践できるようきめの細やか
な広報啓発活動を展開する。これに当たっては、高
齢者、成人、子どもといった世代区分、その置かれ
た生活環境や健康状態等によっても必要な情報が異
なる場合があることに配慮するとともに、各種広報
媒体を通じて提供される食に関する様々な情報につ

いて、これに過剰に反応することなく、科学的知見
に基づいた正しい知識による冷静な判断をすること
の重要性が国民に十分理解されるよう留意しつつ取
り組むこととする。

（ボランティア活動への支援）
食育の推進は、国民一人一人の食生活に直接関わ
る取組であり、これを国民に適切に浸透させていく
ためには、国や地方公共団体による取組だけでな
く、国民の生活に密着した活動を行っているボラン
ティアの役割が重要であることから、食品の安全性
等食に関する基本的な知識等の向上を図りつつその
取組の活発化がなされるよう環境の整備を図る。
特に、食生活改善推進員をはじめ、食に関し豊か
な知識や経験を有するボランティアが行っている親
子料理教室等の体験活動や様々な普及啓発活動等の
草の根活動としての健康づくり活動を促進する。

５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和の
とれた農林漁業の活性化等

（１）現状と今後の方向性
食育の推進、特に食に対する感謝の念を深めてい
く上で、食を生み出す場としての農林漁業に関する
理解が重要であることから、生産者と消費者との
「顔が見える」関係の構築等によって、交流を促進
していくことが必要である。また、農林水産物の生
産、食品の製造、加工及び流通等の現場は、地域で
食育を進めていく上で貴重な場であり、人々のふれ
合いや地域の活性化を図るためにも、その積極的な
活用が望まれる。さらに、食料の生産は自然の恩恵
の上に成り立っており、自然との共生が求められて
いる。このため、生産者と消費者との交流の促進を
図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性
化等に資するよう、適切な取組を行う必要がある。

（２）取り組むべき施策
都市と農山漁村の共生・対流や生産者と消費者と
の間の交流を促進することによりそれらの信頼関係
を構築し、国民の食に関する理解と関心の増進等を
図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性
化に資するため、国は以下の施策に取り組むととも
に、地方公共団体等はその推進に努める。

（都市と農山漁村の共生・対流の促進）
グリーン・ツーリズム等を通じた都市住民と農林
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漁業者の交流を促進するため、各種広報媒体やイベ
ント等を通じた都市住民への農山漁村の情報提供や
農山漁村での受入体制の整備等を推進する。
また、都市部での体験農園や農山漁村での滞在型
市民農園の整備等を推進する。

（子どもを中心とした農林漁業体験活動の促進と
消費者への情報提供）
子どもを中心として、農林水産物の生産における
様々な体験の機会を拡大し、食に対する関心と理解
を深めるため、情報提供の強化、受入体制の整備等
を進める。
また、食料の生産から消費に対する消費者の関心
と理解を深めるため、地域の実情に応じたパンフ
レット等を作成・配布するとともに、出前講座やイ
ベント等による情報提供等を行う。

（農林漁業者等による食育推進）
農林漁業に関する体験活動は、農林水産物の生産
現場に関する関心や理解を深めるだけでなく、国民
の食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることや
食に関わる人々の様々な活動に支えられていること
等に関する理解を深める上で重要であることから、
農林漁業者やその関係団体は、学校、保育等の教育
関係者と連携し、酪農等の教育ファーム等農林漁業
に関する多様な体験の機会を積極的に提供するよう
努める。
なお、これらの活動を支援するため、国や地方公
共団体において必要な情報提供等を行う。

（地産地消の推進）
生産者と消費者の信頼関係の構築、食に関する国
民の理解と関心の増進等を図るため、地域で生産さ
れた農林水産物をその地域で消費する地産地消を全
国的に展開する。このため、各地域において、地方
公共団体、生産者団体、消費者団体等の関係者によ
る地産地消を推進するための実践的な計画の策定・
実施を促進する。また、地産地消活動の核となる人
材の育成、関係者のネットワークづくり、情報提供
の強化等を推進するとともに、地産地消の核となる
直売施設や消費者との交流施設の整備等を進める。

（バイオマス利用と食品リサイクルの推進）
地域で発生・排出されるバイオマス資源を当該地
域でエネルギー、工業原材料等に変換し、可能な限

り循環利用する総合的利活用システムを構築してい
くため、平成18年３月に決定した「バイオマス・
ニッポン総合戦略」に基づき、各地域におけるバイ
オマス利活用計画の作成、バイオマスの変換・利用
施設等の整備等を促進するとともに、バイオマスの
変換・利用技術の開発を進め、バイオマスの総合利
用による地域循環システムの実用化を図る。
また、食品リサイクルに関する食品関連事業者や
消費者の理解を深めるため、食品リサイクルの必要
性等を普及啓発するためのパンフレット等を作成・
配布するとともに、セミナー等の開催を推進する。
さらに、家庭における食生活の実態、家庭や外食
における食品の廃棄状況等を把握するための調査
や、食品産業における食品廃棄物等の発生量や再生
利用等の実施状況を把握するための調査を実施す
る。

６．食文化の継承のための活動への支援等
（１）現状と今後の方向性
南北に長く、豊かな自然に恵まれ、さらに海に囲
まれた我が国は、四季折々の様々な食材に恵まれ、
長い年月を経て地域の伝統的な行事や作法と結びつ
いた食文化が形成されてきた。このような我が国の
豊かで多彩な食文化は、世界に誇ることができるも
のである。しかしながら、海外から様々な食材や料
理等がもたらされるとともに、食の外部化等が進展
する中で、栄養バランスに優れた「日本型食生活」
や、地域において継承されてきた特色ある食文化や
豊かな味覚が失われつつある。このため、食文化の
継承のための活動への適切な支援等がなされるよ
う、適切な取組を行う必要がある。

（２）取り組むべき施策
我が国の伝統ある優れた食文化の継承を推進する
ため、国は以下の施策に取り組むとともに、地方公
共団体等はその推進に努める。

（ボランティア活動等における取組）
食生活改善推進員等のボランティアが行う親子料
理教室や体験活動等において、地域の郷土料理や伝
統料理を取り入れることにより、食文化の普及と継
承を図る。
また、地域における祭礼行事や民俗芸能等に関す
る伝統文化の保存団体等が実施する食文化に係る取
組を促進することにより、我が国の伝統ある優れた
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食文化の継承を推進する。

（学校給食での郷土料理等の積極的な導入やイベ
ントの活用）
我が国の伝統的な食文化について子どもが早い段

階から関心と理解を抱くことができるよう、学校給
食において郷土料理や伝統料理等の伝統的な食文化
を継承した献立を取り入れ、食に関する指導を行う
上での教材として活用されるよう促進する。
また、食育推進運動を展開するために全国各地で

開催するイベントやシンポジウム等において、地域
の食文化等に知見を有する高齢者等の活用にも留意
しつつ、我が国の伝統ある食文化、地域の郷土料理
や伝統料理等の紹介や体験を盛り込み、多くの国民
がこれらに触れる機会を提供する。
さらに、全国各地で行われている文化活動を全国

規模で発表、交流することを目的として毎年度開催
している国民文化祭を活用し、地域の郷土料理や伝
統料理、その歴史等を広く全国に発信する。

（専門調理師等の活用における取組）
我が国の食事作法や伝統的な行事食等、我が国の

豊かな食文化の醸成を図るため、料理教室や体験活
動、各種イベント等において高度な調理技術を備え
た専門調理師等の活用を図る。

（関連情報の収集と発信）
食育推進運動の一環として全国各地の事例や手法

を収集・発信するに当たり、食文化の普及啓発に係
る取組についても積極的に取り上げ、我が国の食文
化の継承に向けた機運の醸成を図る。

（知的財産立国への取組との連携）
我が国の伝統ある食文化に対する国民の理解を深

める等の観点から、我が国の食文化を体系的に整理
したテキストの作成、地域の伝統的な食材や食文化
をはじめ地域と風土に根ざした食文化の形成と特性
等我が国の食文化の継承・発展の基盤となるべき調
査研究、さらにはシンポジウム等を通じたその成果
の発信などの取組を促進する。

７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調
査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

（１）現状と今後の方向性
昨今、マスメディア等の各種広報媒体を通じて食

に関する情報が氾濫しており、国民が食に関する正
しい情報を適切に選別し活用することができない状
況も見受けられる。
健全な食生活の実践には、食生活や健康に関する
正しい知識を持ち、自らの判断で食を選択していく
ことが必要であり、そのためには、最新の科学的知
見に基づく客観的な情報の提供が不可欠である。
また、食育をより効果的に推進していく上で、各
種の資料や情報を収集・分析し、これに立脚しつつ
取り組むことが欠かせない。このため、食品の安全
性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報
の提供等がなされるよう、適切な取組を行う必要が
ある。
さらに、我が国における食育への取組をより活性
化させるとともに、食育を通じた国際的な貢献等を
図るため、国際交流を推進する必要がある。

（２）取り組むべき施策
国民の適切な食生活の選択に資するとともに、食
育の全般的な推進に資するため、国は以下の施策に
取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努
める。

（リスクコミュニケーションの充実）
食品の安全性に関する国民の知識と理解を深める
とともに、食育の推進を図るため、国、地方公共団
体、関係団体が連携しつつ、消費者、食品関連事業
者、専門家等の関係者相互間において双方向に情報
及び意見の交換を行うリスクコミュニケーションを
積極的に実施する。
また、我が国では、食品安全分野のリスクコミュ
ニケーションの歴史が浅く、未だ十分確立されたも
のとなっていないことから、海外の事例や我が国の
食品以外の分野での取組等を踏まえつつ検討を進
め、より適切かつ効果的な手法を開発する。

（食品の安全性や栄養等に関する情報提供）
食品の安全性に関する様々な情報を国民が入手で
きるよう、パンフレットやホームページ等を通じて
国民に分かりやすい形で情報を提供するとともに、
地域において地方公共団体、関係団体やNPO等が
行う意見交換会等への取組を支援する。
また、生活習慣病等を予防し、健康な生活を確保
するため、平成12年３月に作成・公表した「健康
日本21」による健康づくり運動として、ホームペー
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ジやイベント等を通じて科学的知見に基づく食生活
の改善に必要な情報の普及啓発を図る。

（基礎的な調査・研究等の実施）
健康の増進や生活習慣病の予防等の観点から科学
的知見に基づき摂取すべきエネルギーや栄養素等の
量を定めた「日本人の食事摂取基準」を定期的に作
成・公表するとともに、その活用を促進する。
また、国民の健康増進の総合的な推進を図るため
国民健康・栄養調査を実施し、国民の身体状況や栄
養摂取状況と生活習慣との関係を明らかにすること
等を通じて、食育推進の基礎的なデータベースとし
て、その成果を活用する。
さらに、近年増加している子どもの肥満や糖尿病
等の生活習慣病を効果的に予防するためには、食生
活や栄養と健康に関する科学的根拠の蓄積が必要で
あることから、関係府省や関係研究機関が連携しつ
つ、様々な分野にわたるデータの総合的な情報収集
や解析等を推進し、その成果を公表する。
食料の生産等の実態に対する国民の理解増進を図
ることはもとより、食料自給率の向上や農林漁業の
振興等とともに、食育の推進を図るための基礎的な
データとして農林漁業や食料の生産、流通、消費に
関する統計調査を実施・公表する。

（食品情報に関する制度の普及啓発）
食品表示の適正化を進めていくため、表示制度の
見直しを行うほか、「食品表示ウオッチャー」の配
置等による監視指導体制の充実を図るとともに、消
費者向けパンフレットの作成・配布等を行い、表示
制度の普及・定着を図る。
また、食品の生産に関する情報に対する消費者の
関心の高まりに対応して制定された生産情報公表
JAS規格について、消費者を対象とした研修会の開
催等によりその普及啓発を図る。

（地方公共団体等における取組の促進）
地方公共団体や関係団体等においては、地域の実
情に沿った情報や当該団体等の活動内容に即した情
報を収集・整理し、より多くの国民が関心を持ち、
また、活用できるようその提供に努める。

（食育の海外展開と海外調査の推進）
食に関する国際的な貢献としては、政府開発援助

（ODA）を通じて飢餓や栄養不足への対策に協力す

ることが重要であるが、これに加えて食育の観点か
らは、これが世界に誇り得る考え方であることにか
んがみ、海外に食育を広めその実践を促していくこ
とも有意義であると考えられる。このため、食育の
理念や取組等について海外に発信し、「食育
（Shokuiku）」という言葉が通用することを目指す
とともに、このような活動を通じて我が国の食文化
等に対する国際的な理解の増進を図る。
また、効果的な広報啓発活動の実施や食育に関す
る施策の企画立案等に資するため、海外において行
われてきた食生活の改善等に関する取組について、
その具体的な手法と成果を調査し、その活用を図
る。

（国際的な情報交換等）
国際的な情報交換等を通じて食育に関する研究の
推進や知見の相互活用等を図るため、国際的な機関
等との連携による国際会議の開催をはじめ、海外の
研究者等を招聘した講演会の開催、海外における食
生活等の実態調査等を推進する。
また、食育に関連する国際的な機関における活動
に協力するとともに、これを通じて積極的な情報の
共有化を推進する等、国際的な連携・交流を促進す
る。
さらに、国際的な飢餓や栄養不足の問題等に対す
る国民の認識を深める観点から、その実態や国際的
な機関による対策の推進状況等の情報を積極的に提
供する。

第４　食育の推進に関する施策を総合的かつ
計画的に推進するために必要な事項

１．多様な関係者の連携・協力の強化
食育の推進においては、「第１　食育の推進に関
する施策についての基本的な方針」や「第３　食育
の総合的な推進に関する事項」において述べたよう
に、幅広い分野にわたる取組が求められている。
また、その主体も、国民の健康づくり等食育に関
連する施策を行っている国の関係府省や地域に密着
した活動を行っている地方公共団体はもとより、教
育、保育、社会福祉、医療及び保健の関係者、農林
漁業の関係者、食品の製造、加工、流通、販売、調
理等の関係者、料理教室その他の食に関わる活動等
の関係者、さらには様々な民間団体やボランティア
等に至るまで多様かつ多数である。
このため、食育に関する施策の実効性を高めてい
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く上で、これらの関係者が密接に連携・協力するこ
とが重要であり、その強化に努めるものとする。ま
た、その際には、これらの関係者による創意工夫を
凝らした取組が、これまで以上に活動の幅を広げつ
つ自発的かつ積極的になされるよう配慮するものと
する。

２．都道府県等による推進計画の策定とこれに基づ
く施策の促進
基本法においては、都道府県等に対し、基本計画

を基本として推進計画を作成するよう努めることを
求めている。
食育を国民運動として推進するためには、より国

民に身近な存在である都道府県等の積極的な取組が
欠かせない。また、地域の多様な関係者の連携・協
力を確保しつつ、地域の特性に応じた実効性の高い
運動を進めていく上でも、都道府県等による主体的
かつ計画的な取組が重要であり、国としても、まず
は都道府県による推進計画の作成に向けた具体的な
取組が平成18年度中に行われるよう努めることと
する。
このため、都道府県等による推進計画が可能な限

り早期に作成され、関連する施策との有機的な連携
を図りつつ全国各地で地域に密着した活動が推進さ
れるよう、国から積極的に働きかけるとともに、資
料や情報の提供等適切な支援を行うこととする。

３．積極的な情報提供と国民の意見等の把握
食育は、個人の食生活に関わる問題であることか

ら、国民一人一人による理解と実践を促進すること
が何よりも重要である。
このため、多様な手段を通じた広報啓発活動を展

開し、食育に対する国民の関心や意識を高めていく
ことが必要であり、これに当たっては、より多くの
国民が食育に興味を持ち、食についての正しい理解
が促進されるようにする観点から、食育に関する
様々な情報を分かりやすい形で提供するよう努める
こととする。
また、食育の推進やそのための個別の施策に対す

る国民の理解と協力を確保するとともに、その実効
性と透明性を高めていくためには、広報啓発活動や
情報の提供に加えて、国民の意見や考え方等を積極
的に把握し、これらをできる限り施策に反映させて
いくことが必要であり、その促進に努めることとす
る。

４．推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の
効率的・重点的運用
食育に関する施策を計画的に推進するためには、
その推進状況を把握しつつ取り組むとともに、限ら
れた予算を有効利用することが必要である。特に、
「１．多様な関係者の連携・協力の強化」において
述べたように、食育は幅広い分野に関わり、多様な
関係者による一体的な取組が必要であることにかん
がみると、その必要性は一層大きいと考えられる。
このため、食育推進会議を中心に基本計画に基づ
く施策の総合的かつ計画的な推進を図るとともに、
目標の達成状況を含めてその推進状況を適切に把握
し、これを行政関係者だけではなく、広く国民にも
明らかにするよう努めることとする。
また、実施した施策については、その効果等を評
価し、その結果を国民に明らかにするとともに、こ
れを踏まえた施策の見直しと改善に努めることとす
る。
さらに、厳しい財政事情の下で限られた予算を最
大限有効に利用する観点から、選択と集中の強化、
施策の重複排除、府省間連携の強化、官民の適正な
役割分担と費用負担、執行状況の反映等の徹底を図
ることとする。

５．基本計画の見直し
この基本計画は、基本法において示された基本理
念と方向性に従い、基本計画の作成時点での諸情勢
に対応して作成したものである。
しかしながら、我が国内外の社会経済情勢は常に
変化しており、今後、食育をめぐる諸情勢も大きく
変わることが十分考えられる。また、目標の達成状
況や施策の推進状況等によっても、基本計画の見直
しが必要となる場合が考えられる。
このため、基本計画については、今後、これに基
づく施策を推進していくが、計画期間終了前であっ
ても必要に応じて見直しの必要性や時期等を適時適
切に検討することとする。また、基本計画の見直し
に当たっては、「４．推進状況の把握と効果等の評
価及び財政措置の効率的・重点的運用」において述
べた施策の成果の検証結果を十分活用する。
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コ ラ ム   食育の考え方を体系的に整理してみました

「食育」という言葉の概念には、食生活における知識・選択力の習得を通じた単な

る食生活の改善にとどまらず、食を通じたコミュニケーションやマナー等の食に関す

る基本所作の実践に加えて、自然の恩恵等に対する感謝の念と理解、優れた食文化の

継承等食に関する基礎の理解など、広範な内容が含まれます。これらは、子どもたち

が豊かな人間性をはぐくみ、すべての人々が生涯にわたって健全な心身を培う上で必

要なものです。

食育推進有識者懇談会（食育担当大臣主催）が平成19年６月に取りまとめた「食

育推進国民運動の重点事項」では、こうした「食育」の幅広い概念を理解するための

参考となるよう、下記の表のとおり、「食育」の概念の体系的な整理が試みられました。

理 念 分　野 望まれる日常の行為・態様 涵　養（例） 是正対象 主な関連施策等

食
に
か
か
る
人
間
形
成

豊
か
な
人
間
形
成
（
知
育
・
徳
育
・
体
育
の
基
礎
）

心
身
の
健
康
の
増
進

食
に
関
す
る
基
礎
の
習
得

食
に
関
す
る
基
礎
の
理
解

食
に
関
す
る
知
識
と
選
択
力
の
習
得
・
健
全
な
食
生
活
の
実
践

○食卓を囲む家族の団らん
○食の楽しさの実感
○地域での共食

○正しいマナー・作法による食事
　　食事のマナー（姿勢、順序  等）
　　配膳、箸　等

○食前食後の挨拶習慣

○地場産の食材等を利用
　した食事の摂取・提供
  （地産地消）
○環境に配慮した食料の
　生産消費
  （食材の適量の購入等）
○調理の実践、体験

○郷土料理、行事食による
　食事

○世界の食料事情や我が国
　の食料問題への関心

○科学に基づく食品の安全
　性に関する理解

○食材、調理方法の適切な
　選択による調理
○中食の適切な選択
○外食での適切な選択
○日本型食生活の実践

○規則正しい食生活リズム
    毎朝食の摂取、
    間食・夜食の抑制
○口腔衛生

○精神的豊かさ

○規範遵守意識

○自然の恩恵（動植
　物の命を含む）、
　生産者等への
　感謝の念
○「もったいない」精神
○豊かな味覚

○食文化、伝統に
　関する歴史観 等

○食に関する国際感覚
○食料問題に関する
　意識

○食品の安全性に
　関する意識

○栄養のバランスに
　関する食の判断力、
　選択力

○健全な生活リズム

○孤食
○個食

○食べ残し
○安易な食材の廃棄
○偏食

○肥満、
　メタボリックシンドローム
○過度の痩身志向
○偏食
○フードファディズム

○朝食の欠食

○親子で参加する
　料理教室
○食事についての
　望ましい習慣を
　学ぶ機会の提供

○消費者と生産者の交流
○食に関する様々な
　体験活動
  （教育ファーム等）
○農林水産物の地域
　内消費の促進

○普及啓発　ほか

○食に関する幅広い情報提供
○意見交換
  （リスクコミュニケーション)

○健全な食生活に
　関する指針の活用
○栄養成分表示など

○食事についての
　望ましい習慣を学ぶ
　機会の提供
「早寝早起き朝ごはん」
運動の推進

（8020 運動の実践 )
（ （

（（「いただきます」「ごちそうさま」

（ （

（共食の場つくり）
食を通じた
コミュニケーション

食に関する
基本所作

自然の恩恵等
への感謝、
環境との調和

食文化

食料事情ほか

食品の安全性

食生活・栄養の
バランス

食生活リズム

農林水産物の地域内
消費の促進
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